
      

 
 

福
田
市
長
は
、
川
崎
市
行
財
政
改
革
素
案
で
、

「
成
人
ぜ
ん
息
患
者
医
療
費
助
成
条
例
」
と
「
小

児
ぜ
ん
息
患
者
医
療
費
支
給
条
例
」
の
廃
止
を

提
案
し
ま
し
た
。 

 

ぜ
ん
息
で
苦
し
む
患
者
と
は
直
接
会
っ
て

「
苦
し
み
」
や
「
実
態
」
を
理
解
し
よ
う
と
し

て
い
ま
せ
ん
。
地
域
医
療
審
議
会
が
「
廃
止
」

の
答
申
を
行
っ
た
の
が
昨
年
の
一
〇
月
で
す
。 

答
申
を
受
け
た
後
も
、
新
規
認
定
者
は
増
え
続

け
て
い
ま
す
。 

２０２３年４月２０日  

川崎公害病患者と家族の会、川崎北部のぜん息患者と家族の会、川崎公害根絶・市民連絡会 

＜連絡先＞川崎市川崎区砂子２－８－１－５１２ ☎０４４－２１１－０３９１ ＦＡＸ０４４－２３３－４６８９ 

＊ぜん息でお悩みの皆さん！川崎市の医療費助成手続きをご存知ですか。 
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厚
生
労
働
省
は
平
成
一
七
（
二
〇
〇
五
）
年
か
ら
ぜ
ん
息
患
者
の
死
亡

が
深
刻
な
状
況
だ
と
、「
ぜ
ん
息
死
ゼ
ロ
作
戦
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
厚

生
労
働
省
喘
息
死
ゼ
ロ
作
戦
評
価
委
員
会
に
よ
る
と
「
死
亡
に
至
る
原
因

は
、
重
篤
な
発
作
に
よ
る
窒
息
死
で
あ
る
」
、
「
成
人
ぜ
ん
息
死
で
は
、
発

作
開
始
後
一
時
間
以
内
１
３
．
６
％
、
三
時
間
以
内
と
あ
わ
せ
る
と
２
９
．

７
％
と
な
り
、
急
死
が
多
い
」
、
「
喘
息
死
の
予
防
に
は
、
炎
症
を
鎮
静
し

維
持
す
る
た
め
」「
長
期
管
理
の
治
療
の
実
行
が
有
効
」
で
「
吸
入
ス
テ
ロ

イ
ド
薬
を
ベ
ー
ス
に
長
期
管
理
を
実
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
気
道
の
炎
症

は
抑
え
ら
れ
、
良
好
な
喘
息
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
も
た
ら
さ
れ
る
」（
日
本
内

科
学
会
雑
誌
第
９
８
巻 

第
９
号
・
平
成
二
一
年
九
月
一
〇
日
よ
り
）
と

指
摘
し
て
い
ま
す
。 

 

 

 

「
成
人
ぜ
ん
息
患
者
医
療
費
助
成
条
例
」
は
、
喘
息
患
者
が
長
期
管
理
の

治
療
が
受
け
ら
れ
る
有
効
で
、
効
果
の
大
き
な
制
度
で
す
。
川
崎
市
が
、
健

康
福
祉
委
員
会
に
示
し
た
「
気
管
支
ぜ
ん
息
が
死
因
の
死
亡
者
数
の
推
移
」

の
表
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
一
九
（
二
〇
〇
七
）
年
川
崎
市

の
死
亡
者
数
は
二
一
人
、
令
和
二
（
二
〇
二
〇
）
年
に
は
八
人
と
大
幅
に
減

少
し
て
い
ま
す
。
平
成
一
九
（
二
〇
〇
七
）
年
は
川
崎
市
が
「
条
例
」
を
実

施
し
た
年
で
す
。
「
長
期
管
理
の
治
療
」
が
保
障
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
喘
息

死
が
減
少
す
る
と
い
う
大
き
な
成
果
を
生
ん
で
い
ま
す
。
本
制
度
を
廃
止
す

る
こ
と
は
、
ぜ
ん
息
患
者
を
死
に
追
い
や
る
愚
行
で
す
。 
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川
崎
市
は
「
成
人
ぜ
ん
息
患
者
医
療
費
助
成
条
例
」
と
「
小

児
ぜ
ん
息
患
者
医
療
費
支
給
条
例
」
の
廃
止
に
際
し
て
両
制
度

の
「
評
価
を
一
度
も
し
て
い
な
い
」
と
二
月
八
日
の
健
康
福
祉

委
員
会
の
質
疑
の
な
か
で
議
員
の
質
問
に
答
え
て
い
ま
す
。 

「
成
人
ぜ
ん
息
患
者
医
療
費
助
成
条
例
」
は
二
〇
〇
七
年
一
月

か
ら
、
今
日
ま
で
一
六
年
間
と
い
う
長
い
間
、
実
施
し
て
い
る

も
の
で
す
。 

 
 

制
度
が
「
市
民
の
命
と
健
康
を
守
る
砦
に
な
っ
て
い
る
の

か
」
、
「
効
果
が
な
い
の
か
」
検
証
も
せ
ず
に
廃
止
を
し
て
し
ま

う
の
は
、
乱
暴
な
議
論
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

 

川
崎
市
は
「
制
度
廃
止
に
つ
い
て
は
、
総
合
的
な
判
断
を
し
た
」
と
議

会
で
答
弁
し
ま
し
た
。
「
総
合
的
判
断
」
を
し
た
と
云
っ
て
も
一
六
年
間

制
度
の
評
価
せ
ず
に
、
ど
う
「
総
合
的
な
判
断
」
を
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

川
崎
市
は
、
国
（
厚
生
労
働
省
）
の
「
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
対
策
法
」
を
推

進
す
る
と
云
っ
て
い
ま
す
。
が
「
喘
息
死
ゼ
ロ
作
戦
」
に
つ
い
て
は
何
ら

検
討
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

「
喘
息
死
ゼ
ロ
作
戦
」
で
は
「
日
本
ア
レ
ル
ギ
ー
学
会
お
よ
び
ア
レ
ル

ギ
ー
協
会
の
各
支
部
の
協
力
の
も
と
、
ぜ
ん
息
診
療
に
お
け
る
オ
ピ
ニ
オ

ン
リ
ー
ダ
ー
の
医
師
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
喘
息
死
ゼ
ロ
作
戦
推
進
員
会
」

が
設
置
さ
れ
、
作
戦
が
効
果
的
に
推
進
さ
れ
て
」
い
ま
す
。
ま
た
、
「
喘

息
予
防
・
管
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
作
成
さ
れ
、
定
期
的
に
内
容
が
更
新

を
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

 

川
崎
市
は
「
総
合
的
判
断
」
と
い
い
ま
す
が
、
「
制
度
」
の
評
価
も
せ
ず
、
ま

た
、
厚
生
労
働
省
が
実
施
を
し
て
い
る
「
喘
息
死
ゼ
ロ
作
戦
」
の
内
容
も
検
討
し

て
い
ま
せ
ん
。
ま
し
て
や
制
度
を
活
用
し
て
い
る
患
者
の
率
直
な
意
見
も
聞
か
ず

に
「
総
合
的
判
断
」
し
て
「
廃
止
」
の
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
を
市
民
が
納
得
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 
 

福
田
市
長
の
「
市
民
の
苦
し
み
は
見
ざ
る
」
、「
市
民
の
切
実
な
声
は
聞
か
ざ
る
」

「
市
民
に
は
真
実
を
言
わ
ざ
る
」
の
市
民
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
姿
勢
が
に
じ
み

出
て
い
ま
す
。
「
最
幸
の
ま
ち
川
崎
」
の
本
質
が
現
れ
て
い
ま
す
。 

 

  

 

 

 

ウソでしょうー 


